
今後の予定

◆年金の各種届書に、マイナンバー記入欄が設けられます。
◆届書にマイナンバーを記入していただくことで、届出・申請の際に必要な
添付書類を省略できるようになり、手続きが簡単になります。
※ 日本年金機構と他機関との間のマイナンバーによる情報連携が開始した後に実施する予定です。
（時期は未定のため、情報連携の実施時期が近づきましたら改めてお知らせします。）

[これまで]

必要な添付書類

住民票、所得証明書、
雇用保険被保険者証・・・など
（届書の内容に応じて様々）

※提出する方がご自身で各機関から入手し、
必要書類を準備する必要あり

[情報連携開始後]

必要な添付書類

なし

（マイナンバーを利用して、日本年金機構が
他機関から必要な情報を入手）

届
書

届
書

添
付
書
類

添
付
書
類

添
付
書
類

年金分野におけるマイナンバーの利用について

２．（４） バックヤード連携について
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現状 今後

ハローワーク

申請書 添付書類
（住民票等）＋

申
請

市町村介護休業給付の支給 ハローワーク

申請書

申
請

市町村
介護対象家族と申請者
の続柄の確認

情報提供ネットワークシステム
を利用した情報の取得

マイナンバー

１．番号利用の概要
申請書にマイナンバーの記載欄を追加し、介護休業給付の支給申請を受ける際に対象者のマイナンバーを取得し、管理
することとなる。

２．情報連携の概要
上記により取得したマイナンバーにより、支給審査を行うに当たって、情報提供ネットワークシステムを利用して、市町村か
ら住民情報を取得する。

例） 介護休業給付の支給申請

番号利用・情報連携の手続例

住民票等の添付書類
を省略可能

２．（４） バックヤード連携について
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利便性向上の取組

オンライン申請のニーズの高い、企業向け手続きについて重点的に利用率の向上に努め
ることとし、以下のような「コネクテッド・ワンストップ」な利便性向上策を推進

公文書取得

ワンクリック
で申請！

人事管理データ

給与計算データ

その他の
データをファイリング

電子申請API

API対応 労務管理
ソフトウェア

申請ボタン

公文書取得

従業員データを
一括管理

u 多量・反復的な申請を行う場合、e-GovのWebサイトから１件ずつ申請を行うのは煩雑。そのため、Webサイト
を介さずに、労務管理ソフトウェアからそのままオンライン申請を行うことができるよう、外部連携API仕様を

公開し、平成27年よりそのAPIに対応するソフトウエア（以下、「APIソフト」という。）が一部販売開始された。

◆ APIソフトを利用することにより、既に利用して

いた労務会計等のデータを用いて、申請に必

要な添付書類が自動作成され、申請ごとに添

付書類を作ることなくワンクリックでオンライン

申請が可能になる。

◆ APIソフトによる申請は非常に簡単であること

から、発売から１年足らずで、オンライン申請の

３割がAPIソフトからの申請になってきている。

u 現在11社のAPIソフトの発売が確認されているが 、民間ソフトウエア業界との意見交換・情報共有を積極的に
行い、使い勝手を更に向上させたAPIソフトの充実について推進する。

○社会保険システム連絡協議会との意見交換会 【平成27年６月～】

意見交換会参加者：社会保険システム連絡協議会（27年度末現在33社加盟）、厚生労働省（労働基準局、職業

安定局、年金局（日本年金機構）、政策統括官（統・情））、総務省行政管理局（e-Gov担当）

２.（６）ＡＰＩの公開についての厚生労働省の関わり方
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○4月は入社退社に伴う手続き、7月は労働保険年度更新と被保険者
報酬月額算定基礎届の為ピークが存在しています。
○概ね、前年比140％程度にて申請件数は増加し続けています。
○2016年5月時点でAPIによる申請は全体の30％程に達しています。

○2016年月時点では50社からソフトウェア開発の申込みがあり、
15社が最終確認試験に合格しています。
○販売開始しているソフトウェアについては、e-Gov上にも掲載
を行っておりますので、掲載希望される場合には、お問合せく
ださい。
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２.（６） e-Gov電子申請システムＡＰＩの現状

APIを活用した申請数、API対応ソフトウエアは着実に増加している
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２.（６）主なAPI対応ソフトウエア一覧（参考）
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